
施行時期   主な改正内容   改正対象法律   

公布日（平成18年4月適用）  ・国保財政基盤強化策の継続   国民健康保険法   

平成18年10月   ・現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し（2割→3割）   健保法等医療保険各法  

■療養病床に入院する高齢者の食費・居住真の見直し   健保法等医療保険各法  

1保険診療と保険外診療との併用について再構成   健保法等医療保険各法  

・保険財政共同安定化事業の創設   国民健康保険法  

・地域型健保組合の創設   健康保険法   

平成19年3月   ■中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止   社会保険医療協議会法   

平成19年4月   ■傷病手当金、出産手当金の支給率等の見直し   健康保険法（※）   

平成20年4月   ・70歳～74歳の高齢者の患者負担の見直し（1割→2割）   健保法等医療保険各法  

・乳幼児の患者負担軽減（2割）措置の拡大（3歳未満→義務教育就学前）   健保法等医療保険各法  

○題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正   老人保健法  

・医療貴通正化計画   ／／  

※保険者に対する一定の予防健診等の義務付け   ／／  

■後期高齢者（75歳以上）を対象とした後期高齢者医療制度の創設   ／J  

■前期高齢者（65歳～74歳）の医療費に係る財政調整制度の創設   ／／   

平成20年10月   ・政管健保の公法人化   健康保険法   

平成24年4月   ・介護療養型医療施設の廃止   介護保険法   

【注】（※）は被用者保険各法共通   



1医療費適正化の総合的な推進   



中長期的な医療貴通正化方策  

w F成20年度を初年度と．y医療費適正化計画（5年計画）において、政挙目標を掲げ、医療費の伸びを適正化  
・生活習慣病予備の徹底→政策眉壊：生活翠愕病有病者・予備群を25％減少く平壌27く2015）年度）  

平均在院日数の短縮 →政策目標：登園平均（36日）と最短め長野農（27日）の差を半分に鎗小（愕  

○都塵南県医療費適正化計画の作成  

0 事業実施  
（生活習慣病対策）   

■保険者事業（健診・保健指導）の樟導  

・市町村の啓発事業の指導  
（在旗日数の短縮）  

・医療機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進  
・病床転換の支援  

b計画の進捗状況の評価（中間年・平成22年度）、  
（最終年の翌年・平成25年慶）  

．、・L∴  
．J 

保険者 40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着目した健康診査及び保健指導の実施を義務付け   


